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激甚化する災害への対応強化
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我が国はその自然的条件から，地震，津波，暴風，竜巻，豪雨，火山噴火等，多種の自然
災害が発生しやすい特性を有しています。
特に，近年では，時間雨量50㎜を超える雨が頻発するなど，雨の降り方が，局地化・集
中化・激甚化しております。また，大規模な地震も頻繁に発生しており，特に，甚大な人
的・物的被害が予想される南海トラフ地震及び首都直下地震については，今後30年以内の
地震発生確率が，南海トラフ地震は70％～80％，首都直下地震は70％程度と非常に高い確
率で予想されています。
文部科学省においては，平成30年度に地震，豪雨，猛暑等，多くの災害や異常気象に見
舞われたことから，学校施設等の復旧や被災した児童生徒等への支援，ブロック塀等の安全
対策，空調設置の推進に取り組むとともに，今後の激甚化する気象災害，切迫する巨大地震
に対応するため，国土強靱化，防災・減災対策の観点からの学校施設等の整備や防災教育等
の充実，文化財の防災対策，防災に関する研究開発を推進しています。

	 第 1 節	 	平成30年度に発生した主な災害・異
常気象と文部科学省の対応

1 平成30年度に発生した主な災害・異常気象
（1）被害の状況
平成30年 6 月18日，最大震度 6弱の大阪府北部を震源とする地震が発生し，通勤・通学
時間帯に多くの鉄道が運休し，大きな混乱が生じました。また，6月28日から 7月 8 日に
かけて，西日本から東海地方を中心に記録的な大雨となった平成30年 7 月豪雨では，死者
数が200名を超える被害が生じました。さらに，相次いで台風が上陸し，台風第21号による
関西国際空港の浸水・停電など，全国各地に被害がもたらされました。9月 6日には最大震
度 7の北海道胆

い

振
ぶり

東部地震が発生し，北海道全域に及ぶ大規模停電（ブラックアウト）が生
じました。
学校関係では，大阪府北部を震源とする地震により，学校のブロック塀が倒壊し，登校中
の女子児童が死亡するという大変痛ましい事故が発生しました。平成30年 7 月豪雨におい
ては，児童生徒等に死傷者が発生したほか，大規模な浸水被害が発生し，学校施設の多くが
避難所となるなど，速やかな学校再開が困難な状況となり，多数の学校が夏季休業の前倒し
を行いました。また，北海道胆

い

振
ぶり

東部地震においても，自宅で土砂崩れ等に巻き込まれ，生
徒等に死傷者が発生したほか，地盤沈下などにより校舎が使用できない学校が発生するなど
の被害が発生しました。さらに，相次ぐ台風により，全国各地で多くの学校施設等の屋根や
窓ガラスに損傷が発生するなどの被害が発生しました。
また，7月中旬以降，北・東・西日本では気温がかなり高くなり，東日本の月平均気温が
7月として統計開始以来第 1位となるなど，記録的な高温に見舞われ，男子児童が校外学習
後に教室で意識不明となり，死亡するという大変痛ましい事故が発生しました。
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平成30年 7月豪雨で土砂流入した体育館・昇降口

北海道胆振東部地震で生じた地割れ・窓枠のはずれ

	図表 1-2-1 	 平成30年に発生した主な災害における文部科学省関係の被害状況

※文部科学省に報告のあったもの（学校の管理下以外の被害含む）

○平成30年 7月豪雨（平成31年 1月 9日現在）
①人的被害：計17人（死亡 9人，負傷 8人）
②物的被害：�計1,037件（学校施設668校，社会教育・体育・文化施設等155施設，文化

財210件，独立行政法人等 4施設）
　　　　　　主な被害状況：床上浸水，法面崩落，校舎等の屋根・窓ガラス等の破損　等

○北海道胆
い

振
ぶり

東部地震（平成31年 1月28日現在）
①人的被害：計10人（死亡 1人，負傷 9人）
②物的被害：�計446件（学校施設397校，社会教育・体育・文化施設等37施設，文化財

12件）
　　　　　　主な被害状況：�地盤沈下，壁のひび割れ，校舎等の屋根・壁・窓ガラス等の

破損　等

○平成30年に発生した台風（平成30年10月 3日現在）
①人的被害：計 5人（負傷 5人）
②物的被害：�計4,683件（学校施設3,494校，社会教育・体育・文化施設等397施設，文

化財773件，独立行政法人等19施設）
　　　　　　主な被害状況：校舎等の屋根・壁・窓ガラス等の破損　等

（2）学校施設等の復旧への支援
文部科学省では，被災した学校が円滑に教育活動を再開・実施できるよう，「公立学校施
設災害復旧費国庫負担法」や「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律」
等に基づいて学校施設等の速やかな復旧のために財政支援を行っており，平成30年度に発
生した災害で被害を受けた学校施設等については，平成30年度第 1次及び第 2次補正予算
に必要な経費を計上するなど，被災地からの要望や具体的な被害状況を踏まえ，支援を行っ
ています。
公立学校施設については，被災した施設の復旧のほか，早期の復旧が困難な学校について
は，仮設校舎の建設等に対して財政支援を行っております。平成30年度は，文部科学省職
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員による現地調査を不要とする範囲の拡大や事務手続の簡素化を行い被災自治体の負担軽減
を図りました。31年 3 月末時点で，国からの支援を得て復旧する予定の1,107事業のうち，
750事業が完了しました。
また，国立大学等施設についても，施設の復旧等に対して国庫補助を行い，平成31年 3
月末時点で，国からの支援を得て復旧する予定の97事業のうち，63事業が完了しました。
さらに，私立学校施設についても，平成30年 7 月豪雨や北海道胆

い

振
ぶり

東部地震等が激甚災
害＊1に指定されたことにより，施設の復旧等に対して国庫補助を行っており，30年度は，
公立学校と同様に国庫補助事務手続の簡素化を行いました。31年 3 月末時点で，国からの
支援を得て復旧する予定の81事業のうち，48事業が完了しました。

（3）心のケアや就学支援等
平成30年 7 月豪雨や北海道胆

い

振
ぶり

東部地震において，文部科学省は，被災した児童生徒等
に対する学習支援や心のケアのため，教員定数の加配措置や，スクールカウンセラー，ス
クール・サポート・スタッフの追加配置等を行いました。
また，就学援助や高等学校等就学支援金等の支給について柔軟な対応を行うよう各都道府
県教育委員会等に対して依頼するとともに，被災した児童生徒等に対する就学支援等につい
て国庫補助の対象として追加しました。さらに，大学等授業料減免等の支援のため，平成
30年度第 1次及び第 2次補正予算に必要な経費を計上しました。日本学生支援機構は，被
災した学生等が経済的理由により就学を断念することがないよう，奨学金の緊急的な貸与や
支援金の給付を行いました。

2 ブロック塀等の倒壊防止等の安全対策
平成30年 6 月18日に発生した大阪府北部を震源とする地震では，学校のブロック塀が倒
壊し，登校中の女子児童が死亡するという大変痛ましい事故が発生しました。当該事故を受
けて，文部科学省では，6月19日に全国の学校設置者に対して，ブロック塀等の安全点検
等の要請を行うとともに，その進捗状況を調査し，8月10日に結果を取りまとめました＊2。
この調査により，「外観に基づく点検で安全性に問題があるブロック塀等を有する学校」
が，全国の学校（5万1,082校）の約 4分の 1に当たる 1万2,652校にのぼることが判明しま
した。

＊1	激甚災害：国民経済に影響を及ぼし，かつ，地方財政の負担緩和や被災者への特別の助成を行うことが特に必要な災害。
＊2	 参照：http://www.mext.go.jp/a_menu/shisetu/bousai/1408653.htm
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	図表 1-2-2 	 外観に基づく点検の実施状況

外観に基づく点検で
安全性に問題がある
ブロック塀等を
有していない学校※1
6,769校（13.3%）

外観に基づく点検で
安全性に問題がある
ブロック塀等を
有する学校
12,652校（24.8%）

ブロック塀等を
有していない学校
30,698校（60.1%）

点検実施済の学校
50,119校（98.1%）

未報告・点検が未完了の学校※2
963校（1.9%）

学校
51,082校

※１　外観に基づく点検で安全性に問題があるとされなかったブロック塀等のうち，今後も撤去等の予定
がないものについては，更にブロック塀等の内部の点検が必要となる。（ブロック塀等内部の点検実
施率：27.6%）

※２　未報告の学校数（431校）と，外観に基づく点検が未完了の学校数（532校）の合計。
（平成30年8月公表）

この結果を受け，文部科学省では，各学校設置者に対して，安全点検や児童生徒等への注
意喚起を行う等の応急対策を実施するととも
に，安全性に問題があると判明したブロック
塀等については，速やかに改善を図るよう通
知しました。さらに，調査結果を踏まえ，平
成30年度第 1次補正予算において，新たに
ブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金を
創設するなど，各学校設置者が速やかにブ
ロック塀等の安全対策を実施するために必要
な予算として232億円を措置し，支援しまし
た。
文部科学省では，引き続きフォローアップ
調査を実施するなど，学校施設の安全性確保
に取り組みます。

3 熱中症対策としての公立小中学校等への空調設置
学校施設は，児童生徒が一日の大半を過ごす学習・生活の場であり，地域の実情を踏まえ
て空調を使用しつつ，適切な学習環境を確保することが重要です。
このため，これまで文部科学省では，学校施設環境改善交付金により，公立小中学校等に
おける空調の設置を促進してきました。公立小中学校の空調設置率は，平成30年 9 月現在，
49.9％となっています。
平成30年夏は災害ともいえる猛暑に見舞われ，同年 7月には男子児童が校外学習後に教
室で意識を失い，死亡するという大変痛ましい事故が発生しました。当該事故を受けて，文
部科学省は教育委員会等に対し，7月18日，熱中症にかかる可能性が高まることを踏まえ
た安全管理，児童生徒への指導など適切な対応を行うよう依頼しました。さらに，平成30

安全対策の例：ブロック塀を撤去し，フェンスに再整備した事例
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年度第 1次補正予算では，このような猛暑に起因する健康被害の発生状況等を踏まえ，早期
に子供たちの安全と健康を守るため，新たにブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金を創
設し，全国の公立小中学校等への空調設置に必要な予算として817億円を措置し，支援しま
した。
また，空調設備のランニングコストとして追加的に必要となる光熱水費については，令和
元年度の普通交付税算定より，措置されることとなりました。

東日本大震災からの復興＊ 3

平成23年 3月11日に発生した東日本大震災から 8年が経過しました。この震災によ
る文部科学省関係（幼児・児童・生徒・学生・教職員など）の人的被害は死者659名，
行方不明者79名，負傷者262名となっています。また，学校施設や社会教育施設，文
化財などの物的被害は全国で 1万2,000件以上発生しました。
政府においては，復興期間を令和 2年度までの10年間と定め，また，復興期間の後
期 5か年である平成28年度から令和 2年度までを「復興・創生期間」と位置付け，被
災した地域の復旧・復興に向けて，総力を挙げて取り組んできました。
こうした取組の結果，地震・津波被災地域においては，10年間の復興期間の「総仕
上げ」に向け，復興が着実に進展しています。また，福島の原子力災害被災地域におい
ては，帰還困難区域を除いた地域の避難指示の解除が実現し，福島の復興・再生に向け
た動きが本格的に始まっています。
このような中，東北各地では，東日本大
震災を機に，従来の目的や手法に捕らわれ
ることなく未来志向の教育の実践が進めら
れています。新しく開校した福島県立ふた
ば未来学園高校は，平成30年 3月に初め
ての卒業生を輩出し，また，31年 4月に
は併設中学校が開校しました。
文部科学省は，引き続き被災地や被災者
に寄り添いながら，復興・創生に取り組ん
でいます。

No.

07

福島県立ふたば未来学園中学校
開校式の様子

	 第 2 節	 国土強靱化に係る文部科学省の施策
1 国土強靱化基本計画の見直し＊3

大規模自然災害等に強い国土及び地域を作るとともに，自らの生命及び生活を守ることが
できるよう地域住民の力を向上させるため，平成25年に「強くしなやかな国民生活の実現
を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法」が公布・施行され，26年 6 月には，
当該基本法に基づき，「国土強靱化基本計画」が閣議決定されました。30年12月14日には，
近年の災害から得られた貴重な教訓や社会経済情勢の変化等を踏まえ，基本計画の見直しが

＊3	 参照：第 2部第 2章
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閣議決定されました。
文部科学省としては，指定避難所となる学校施設等における非構造部材を含めた耐震対
策，自家発電設備，衛生環境の確保等による防災機能強化や老朽化対策及び防災教育の推
進，地震・津波・火山観測網や衛星等による多様な情報収集手段の確保，インフラの老朽化
対策における研究開発，文化財の耐震対策及び保存対策などを推進し，大規模災害によって
国家的危機が実際に発生した際に我が国が十分な強靱性を発揮できるよう，国土強靱化に関
する施策を計画的に進めていくこととしています。

2 防災・減災，国土強靱化のための3か年緊急対策
平成30年 7 月豪雨，台風第21号，北海道胆

い

振
ぶり

東部地震をはじめとする近年の自然災害に
より，ブラックアウトの発生，空港ターミナルの閉鎖など，国民の生活・経済に欠かせない
重要なインフラがその機能を喪失し，国民の生活や経済活動に大きな影響を及ぼす事態が発
生しました。このため，12府省庁により重要インフラの機能確保について緊急点検が実施
され，点検結果等を踏まえ，平成30年12月14日，重要インフラが自然災害時にその機能を
維持できるよう，特に緊急に実施すべき対策について，3年間で集中的に実施するものとし
て，事業規模がおおむね 7兆円程度を目途とする「防災・減災，国土強靱化のための 3か年
緊急対策」が閣議決定されました。
文部科学省としては，学校施設等における災害時に落下の危険性のある外壁や天井等の改
善整備及び構造体の耐震化，研究開発法人施設の防災基盤強化，南海トラフにおける新たな
地震・津波観測網の構築など，12の項目について緊急対策を行うこととしたところです。
当該緊急対策を踏まえ，豪雨による浸水や地震・津波などの大規模な災害時における重要イ
ンフラの機能維持を図るため，財政支援など必要な対策に取り組んでいきます。

	図表 1-2-3 	 防災・減災，国土強靭化のための3か年緊急対策　文部科学省関係抜粋（一覧）＊ 4

緊急対策名
Ⅰ防災のための重要インフラ等の機能維持
　（1）大規模な浸水，土砂災害，地震・津波等による被害の防止・最小化
　　　 学校施設等の耐震性及び劣化状況に関する緊急対策
　　　 学校施設等の構造体の耐震化に関する緊急対策
　　　 学校施設等のブロック塀等に関する緊急対策
　　　 独立行政法人等文教施設の安全確保等に関する緊急対策
　　　 学校施設における空調整備に関する緊急対策
　（2）救助・救急，医療活動などの災害対応力の確保
　　　 国立大学附属病院等施設の重要インフラ設備に関する緊急対策
　　　 国立大学附属病院の医療情報システムデータバックアップ体制に係る緊急対策
　　　 国立大学の練習船を活用した災害支援体制の整備に関する緊急対策
　（3）避難行動に必要な情報等の確保
　　　 陸域・海域における地震・津波・火山観測網等に関する緊急対策
Ⅱ国民経済・生活を支える重要インフラ等の機能維持
　（2）食料供給，ライフライン，サプライチェーン等の確保
　　　 国立大学法人，国立研究開発法人等施設等の重要インフラ設備に関する緊急対策
　　　 国立大学や大学共同利用機関における最先端研究基盤に関する緊急対策
　　　 国立大学等の基盤的インフラ設備の強靭化に向けた緊急対策

＊4

＊4	 参照：https://www.kantei.go.jp/jp/singi/jyuyouinfura/sankanen/siryou4.pdf
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	 第 3 節	 学校等における防災・減災対策の推進
1 防災機能強化のための文部科学省の組織再編
近年，地震や豪雨等の自然災害が頻発化，多様化，甚大化しています。今後，首都直下地
震等も懸念される中，文部科学省としても，国土強靱化の理念を踏まえた防災・減災対策の
推進や，災害発生時の対応を強化することが必要です。
また，学校をはじめとする文教施設の整備に当たっては，文教施設は教育の場であるのみ
ならず，災害時には地域住民の避難所としての役割も果たすことから，安全性や防災機能の
強化を図る必要性が高まっています。
このような状況を踏まえ，文部科学省では，防災に係る対応を強化するため，平成30年
10月に組織再編を行い，文教施設の防災を主担当とする課長級職として「参事官（施設防
災担当）」を新たに創設し，これに伴い「大臣官房文教施設企画部」を「大臣官房文教施設
企画・防災部」に再編しました。
このことにより，平時における耐震化や避難所機能の確保などの学校施設の防災・減災対
策の推進，災害発生時の情報収集，省内の施策の総合調整，被災地への情報連絡員の派遣な
ど，文部科学省関係の防災対策を一元的に推進することとしています。

2 学校施設の耐震対策
学校施設は，児童生徒の学習・生活の場であるとともに，地震などの災害時には地域住民
の避難所としての役割も果たすことから，耐震対策により安全性を確保することは極めて重
要です。
国公立学校施設の構造体の耐震化については，阪神・淡路大震災以降，重点的に支援して
きた結果，個別事情により遅れているものを除き，おおむね完了した状況です。また，私立
学校施設については，できる限り早期の耐震化完了を目指しており，平成30年度の耐震化
率は，およそ 9割になっています。近年の大規模な地震では，耐震化が完了した学校施設に
倒壊・崩壊といった被害が生じなかったことは耐震化の大きな成果だと考えています。
一方で，平成23年の東日本大震災では，公立学校の屋内運動場の天井や教室の照明器具
が全面的に崩落するなど，非構造部材に大きな被害が発生しました。このため，文部科学省
では25年 8 月に「学校施設における天井等落下防止対策のための手引」＊5を作成し，屋内運
動場等の吊り天井等の撤去を中心とした対策を進めました。
平成28年熊本地震においては，吊り天井等の対策は効果を発揮しましたが，屋根ブレー
ス＊6の破断や天井材の落下，窓ガラスの破損などにより屋内運動場を避難所として使用でき
なくなるなど，非構造部材等の被害を原因とする防災機能上の課題が顕在化しました。文部
科学省の調査においても，30年度における非構造部材の耐震対策実施率は，構造体の耐震
化や吊り天井の耐震対策と比べて遅れており，更なる取組が必要です。

＊5	 参照：http://www.mext.go.jp/a_menu/shisetu/bousai/taishin/1341100.htm
＊6	 斜め補強材
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	図表 1-2-4 	 平成30年度における学校施設の構造体の耐震化，非構造部材の耐震対策実施率

◆構造体の耐震化

国立学校施設 公立学校施設
私立学校施設

幼稚園から
高等学校等 大学等

98.7％ 98.9％ 90.3％ 91.6％

◆吊り天井等の耐震対策

国立学校施設 公立学校施設
私立学校施設

幼稚園から
高等学校等 大学等

96.8％ 97.2％ 80.7％ 60.1％

◆吊り天井等以外の非構造部材の耐震対策
国立学校施設

公立学校施設
私立学校施設

国立大学等 国立大学
附属学校

幼稚園から
高等学校等 大学等

52.5％ 59.2％ 39.4％ 33.1％ 19.8％

学校施設において非構造部材の耐震対策を進めることは，児童生徒等の安全確保や地域の
避難所としての機能確保の点で，構造体の耐震化と同様に重要です。文部科学省では，非構
造部材の耐震点検を推進するため，平成27年 3 月に「学校施設の非構造部材の耐震化ガイ
ドブック（改訂版）地震による落下物や転倒物から子供たちを守るために―耐震点検の実施
―」＊7（以下，「ガイドブック」という。）を作成しました。

非構造部材の被害 ガイドブック表紙

非構造部材の耐震対策については，地震時の安全確保のため，耐震点検により異常を早期
に発見して進めることが重要です。耐震点検は，施設の管理者である学校設置者が責任を
もって実施する必要がありますが，点検を円滑に進めるため，学校教職員，設計実務者等の
専門家及び関係部署と連携し，点検のための体制づくりをすることが重要です。ガイドブッ
クでは，学校設置者と学校の役割を明確にして具体的な点検項目と対策の方向性を示し，地
震に備えて定期的，継続的に点検するものとしています。非構造部材は多種多様であり，継
続した点検によって予防的な対策に結びつけていくことが重要です。
なお，前述の大阪府北部を震源とする地震を受けて，ブロック塀等の安全点検と必要な改
善が速やかに実施されるよう，平成31年 3 月，「建築基準法施行令」の技術基準を基に，ブ
ロック塀等の点検ポイント等について紹介したガイドブックの追補版＊8を作成しました。
文部科学省では，構造体の耐震化及び非構造部材の耐震対策が未完了の学校設置者に対し

＊7	 参照：http://www.mext.go.jp/a_menu/shisetu/shuppan/1291462.htm
＊8	 参照：http://www.mext.go.jp/a_menu/shisetu/shuppan/1291462.htm
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ては，引き続き必要な国庫補助を行うとともに，速やかに耐震対策を実施するよう依頼して
います。

	図表 1-2-5 	 非構造部材の例

4

１
章
　
非
構
造
部
材
と
は

天井

照明器具

収納棚

窓・ガラス

外壁（外装材）

内壁（内装材）

＜教室＞

＜特別教室（理科室）＞

■非構造部材の例

1章
非構造部材とは
■柱、梁

はり

、床などの構造体ではなく、天井材や外壁（外装材）など、構造体と区分さ
れた部材を「非構造部材」といいます。

■非構造部材の被害は、構造体に被害が及ばない場合でも生じる可能性があります。

学校施設の維持管理について

■維持管理は児童生徒の安全を守るために不可欠です。
学校施設には，日常はもとより災害時においても十分な安全性・機能性を有すること
が求められます。しかし，建築当初には確保されているこれらの性能も，経年劣化等に
より必要な性能を満たさなくなっていることがあります。それに気づかずに放置してい
ると，突然外壁タイルやモルタルが落下するなどの事故が発生する可能性がありますの
で，常に健全な状態を維持できるよう，法令等に基づいて定期的に点検を行い，必要な
修理・修繕等を速やかに実施することが必要です。
■学校施設の維持管理は設置者の責務です。
学校施設を適切に維持管理するためには，学校施設を所有・管理する学校設置者の
方々と，学校施設を利用する教職員の方々がそれぞれの立場に応じて点検等を行い，常
時適法な状態を維持することが必要です。文部科学省では，「建築基準法」等の規定に
基づいて学校設置者が実施すべき維持管理の必要性や制度の概要をとりまとめた「子供
たちの安全を守るために―学校設置者のための維持管理手引―」を平成28年 3月に作
成するなど，学校施設における適切な維持管理の推進を図っています。

No.

08
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3 学校施設の防災機能強化の推進
平成23年の東日本大震災では，津波による校舎や屋内運動場の水没，浸水をはじめとし
て，地震による構造体の損傷や非構造部材の落下など，約8,000校が様々な被害を受けまし
た。
こうした状況を踏まえ，文部科学省では，「学校施設の在り方に関する調査研究協力者会
議」において，学校施設の津波対策や避難所となる学校施設の在り方について検討し，平成
26年 3 月に報告書＊9が取りまとめられました。この中で津波対策については，学校設置者
は，学校敷地に津波による被害が予想される場合，当該学校の立地状況や周辺地域の状況を
把握した上で，周辺の高台や津波避難ビルへの避難，校舎等の屋上や上層階への避難，高台
への移転などの安全対策について，防災部局等と連携を密にしながら検討し，これを実施す
ることが重要とされています。この対策は，学校施設を新築，改築する場合のみならず，既
存の施設に対しても行うことが重要です（事例はコラムを参照）。

＊9	 参照：http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shisetu/013/toushin/1344800.htm

○「子供たちの安全を守るために―学校設置者のための維持管理手引―」（平成28年 3月）
※http://www.mext.go.jp/a_menu/shisetu/maintenance/__icsFiles/afieldfile/2017/06/14/1369016_01_1.pdf

子供たちの安全を守るために

ー学校設置者のための維持管理手引ー

平成２８年３月 文部科学省
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	図表 1-2-6 	 津波に対する安全対策のイメージ

また，この報告書では，避難所としての防災機能の強化については，災害発生から避難所
の解消までのプロセスを 4つの段階（フェーズ）に区分し，各々の段階で必要となる機能が
整理されています。避難所として必要な機能は各段階で変化していくことから，これらのプ
ロセスに留意して対策を検討することが重要です。
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	図表 1-2-7 	 避難所となる学校施設に必要な機能と災害発生後の４つの段階（フェーズ）の関係

社会的状況 避難所の状況 必要と考えられる機能
学校施設の

基本的な条件
避難所として必要となる

機能（非常用）
避難所として必要な

スペース
救
命
避
難
期

（
〜
避
難
直
後
）
生
命
確
保
期

（
〜
数
日
程
度
）
生
活
確
保
期

（
〜
数
週
間
程
度
）
教
育
活
動
再
開
期

（
〜
数
か
月
程
度
）

災害の発生
ライフライン・
情報通信の途絶

避難所の解消・正常化

・

救
援
物
資
保
管
ス
ペ
ー
ス

情
報
通
信

電
源
・
ガ
ス
・
ト
イ
レ

居
住
ス
ペ
ー
ス
・
運
営
ス
ペ
ー
ス

地域住民の
学校への避難

避難所の開設・
市町村による避難所運営

自治組織による運営への移
行，ボランティア活動の開始

・・・必要最低限の避難
　　 生活の確保

耐
震
性
（
非
構
造
部
材
の
耐
震
対
策
を
含
む
）・
耐
火
性

教育活動の再開
（教育活動と避難所機能の同居）

炊
き
出
し
ス
ペ
ー
ス
・
着
替
え
ス
ペ
ー
ス

バ
リ
ア
フ
リ
ー
・
断
熱
性

障
害
の
あ
る
児
童
生
徒
・
高
齢
者
・
妊
産

婦
・
感
染
症
患
者
等
の
専
用
ス
ペ
ー
ス

ライフライン・
情報通信の漸次復旧

救援物資の
到着

・・・良好な避難生活へ移行

食
料
飲
料

等
の
備
蓄

平成28年熊本地震では，非構造部材の損傷等により体育館が使用できなかったり，トイ
レや電気，水の確保等において不具合，不便が生じたりするなど，避難所に関する様々な課
題が生じました。
文部科学省では，児童生徒，職員及び地域住民等が避難し，救援物資が届き始めるまでの
段階（生命確保期：避難直後から数日程度）における避難所に必要な防災機能の保有状況の
把握を目的として，平成29年度に「避難所となる公立学校施設の防災機能に関する調査」＊10

を実施しました。その結果，公立学校施設の避難所への指定の状況は 3万994校（全学校の
約 9割）となっています。一方で，避難所に指定されている学校施設のうち，断水時のトイ
レや電力に関する防災機能を確保している学校数がそれぞれ50％程度に留まるなど，引き
続き学校施設の防災機能強化の取組を推進する必要性が明らかとなりました。
これを受け，文部科学省としては，防災部局が中心となって教育委員会や地域の関係者と
適切な協力体制を構築し，学校施設ごとに避難所として求められる役割・備えるべき機能・
施設の利用計画等を明確化して，防災機能の強化を一層推進するよう，教育委員会等に周知
しました。また，文部科学省では，学校施設の防災対策セミナ―を開催して，学校施設の防
災機能強化に関する普及・啓発を行っています。

	図表 1-2-8 	 避難所に指定されている学校の防災機能の保有状況

避難所
指定
学校数
（校）

保有
学校数
（校）

割合
（％）

備蓄に関する防災機能（備蓄倉庫等）

30,994

22,326 72.0
飲料水に関する防災機能（耐震性貯水槽等） 20,570 66.4
電力に関する防災機能（自家発電設備等） 16,536 53.4
通信に関する防災機能（通信設備） 23,926 77.2
断水時のトイレに関する防災機能（マンホールトイレ等） 15,339 49.5

※ハード面の整備状況だけでなく，ソフト面での取組を含めた保有状況

（出典）文部科学省「避難所となる公立学校施設の防災機能に関する調査」（平成29年 4 月 1
日現在）

＊10	参照：http://www.mext.go.jp/a_menu/shisetu/bousai/1394437.htm
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�図表 1-2-9� 	要配慮者の利用が想定される屋内運動場や校舎におけるスロープ等による段差解消・多目
的トイレの整備状況

要配慮者の利用が
想定される
学校数
（校）

設置
学校数
（校）

割合
（％）

屋内運動場
スロープ等の設置に
よる段差解消※

28,115
17,404 61.9

多目的トイレを設置 9,575 34.1

校舎
スロープ等の設置に
よる段差解消※

20,609
13,311 64.6

多目的トイレを設置 12,565 61.0

※外部から要配慮者が利用する主たる空間までのいずれかの経路について，スロー
プ等で段差を解消している学校を含む

（出典）文部科学省「避難所となる公立学校施設の防災機能に関する調査」
（平成29年 4 月 1 日現在）

さらに，学校施設の防災機能強化等に関する事例集を令和元年度に作成するため，平成
30年度に調査研究を開始しました。
文部科学省では，学校設置者が実施する学校施設における津波対策や防災機能強化等の取
組に対する支援の一つとして，耐震対策，備蓄倉庫，屋外トイレ，自家発電設備の整備，炊
き出し拠点としての活用や被災時における衛生環境の低下にも耐えられる，衛生的で安全な
給食施設の整備，津波浸水想定区域内等にある建物の移転等の改築，避難経路・屋外避難階
段の設置等について国庫補助を行っています。

防災機能の強化を図った学校施設の整備等，	
地方公共団体・学校の防災・減災対策の取組事例
○過去の災害の経験を踏まえた避難所としての防災機能強化（新潟県長岡市）
新潟県長岡市では，平成16年に発生した新潟県中越地震の際の避難所運営の経験か
ら，地域の避難所としての学校施設を実現するため，全ての既存市立学校（85校）を対
象に，17年度から19年度，計約 1億円をかけて避難所対応工事を実施しています。主
な工事内容は以下のとおりです。
①車いすの避難者が出入りに苦労していたことから，屋内運動場に車いすで出入りでき
るようスロープを設置（可能な限り常設，常設が難しい場合は可動式）。
②足腰の弱った高齢者が和式便器を使い，具合が悪くなった例があったことから，屋内
運動場のトイレの和式便器を洋式便器に取替え。
③引っ切りなしにかかってくる安否確認の電話への対応等のため，避難所となる屋内運
動場と教務室を何度も往復した経験から，屋内運動場に電話配線及びテレビ配線を設
置。
④断水時にも受水槽から水を出せるよう，受水槽に蛇口を設置。
⑤都市ガスが復旧する前にもLPガスで都市ガスのコンロが使えるよう，LPガスから都
市ガスへの変換器を設置する接続口をガス管に設置。

No.

09
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①スロープの設置 ②洋式便器への取替え ③屋内運動場への電話回線の設置

④受水槽への蛇口の設置 ⑤LPガスから都市ガスへの変換器の接続口

○地震や水害に備えるための防災機能強化（東京都江戸川区立小松川第二中学校）
低地にある江戸川区内の学校では，改築の際，水害対策として公立小中学校の 2階に
屋内運動場及び防災倉庫を設置するほか，停電や断水時にも対応できるよう諸機能の整
備を進めています。平成30年 2月に新校舎が竣工した江戸川区立小松川第二中学校で
は，高規格堤防の上に建設することにより災害時における地域の避難所機能向上を目指
した防災対策に取り組んでいます。主な防災対策の整備内容は以下のとおりです。
①災害時に防災倉庫を使いやすいように，避難住民の生活の場となる屋内運動場に近接
配置。
②断水時でも，校舎内の手洗い所を利用できるよう，屋上のプールの水をトイレ洗浄水
として供給できる配管を整備。
③校庭の空きスペース等にマンホールトイレを 5基設置。断水時にはプールの水を利用
して使用可能。
④特定の教室には，停電時にガスだけで冷暖房運転と発電を行い，照明の一部に使用で
きる発電機型ガスエアコンを整備。
⑤停電時でも電力を供給するため，太陽光発電による電力を自動切り替えにより，非常
用コンセントに給電できる設備を屋内運動場・職員室・防災倉庫に整備。

①防災倉庫
②�屋上のプールの水を校舎内の手洗い所
へ供給

③�屋上のプールの水を使用できるマン
ホールトイレ
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④発電機型ガスエアコン ⑤-1 太陽光発電設備
⑤-2�太陽光発電の自立運転時に利用でき

る非常用コンセント

○屋上への安全な避難の確保（高知県四万十市立竹島小学校）
四万十市立竹島小学校は，南海トラフ巨大地震による津波浸水予測で 1～3mの浸水
想定がされており，津波からの緊急避難場所へ避難する経路や時間的な余裕が確保でき
ないことも想定し，校舎屋上へ垂直避難するための屋外避難階段を平成24年に設置し
ています。その他の主な整備内容は以下のとおりです。
①隣接する竹島保育園や竹島地区の住民の避難を想定し，校舎南側に屋外避難階段を設
置。階段の蹴上げは校舎内の階段と同様16㎝で整備。
②防犯の観点から，屋外避難階段の上り口には鍵付きのドアを設置しているが，津波災
害時には足で蹴破って避難できるよう，石膏ボードのドアを設置。
③校舎内の児童が直接屋外避難階段に避難できるよう，校舎各階のベランダから鍵を開
けて，屋外避難階段にアクセスできるドアを設置。
④要配慮者の避難も想定し，車いすでも屋外避難階段の下まで移動できるよう，校舎南
側の一般道路から学校敷地内への出入り口にスロープを設置。

①屋外避難階段 ③�2 階から直接屋外階段に避難可
能

②�緊急時には蹴破って進入
可能なドア

④�学校敷地内への出入り口に
設置されたスロープ

4 学校等における防災教育等の推進
各学校においては，児童生徒等に自然災害等の危険に際して自らの命を守り抜くための主
体的に行動する態度等を身に付けさせるために，学習指導要領に基づき地域の特性や児童生
徒等の実情に応じて，年間を通じて指導すべき内容を整理して，学校安全計画に位置付ける
ことにより，系統的・体系的な防災教育を計画的に行っています。また，自然災害等を想定
した実践的な避難訓練等を実施し，各教科等の学習で身に付けた知識を行動に結び付けるた
めの教育を行っています。
文部科学省では，「第 2次学校安全の推進に関する計画」や学習指導要領改訂を踏まえ，
各学校において地域の実情に応じた防災教育をはじめとする安全教育を行う際の参考となる
よう，学校安全資料『「生きる力」をはぐくむ学校での安全教育』を改訂し，平成31年 3 月
に配布しています。
また，セーフティプロモーションスクール＊11等の先進事例を参考とするなどして，学校

＊11	セーフティプロモーションスクール：学校が，地域の学校安全関係者や関係機関等と連携・協力し，PDCAサイクルに
基づき，学校安全計画の評価やその評価を次年度計画へ反映させるなど，安全推進の取組を継続的に実践する学校を大阪教育
大学が認証する取組
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安全の組織的取組と外部専門家の活用を進めるとともに，各地方公共団体内での国立・私立
を含む学校間の連携を促進する取組等に対する支援や，防災教室の講師となる教職員等を対
象とした講習会の実施に対する支援を行っています。
さらに，学校や地方公共団体において，学校安全を推進する上で必要な情報や優れた取組
事例を参考にできるよう，文部科学省や各地方公共団体が作成した資料等を掲載した学校安
全ポータルサイトを運用しています。
このほか，自然災害等の一因となり得る地球規模の環境問題の解決のためには，子供たち
が環境問題について理解を深め，責任をもって環境を守るための行動をとることができるよ
うになることが重要です。このため，平成29・30年に改訂した小学校，中学校，高等学校
の学習指導要領において環境教育に関する内容を充実するとともに，環境教育の優れた実践
の促進・普及を行うなど，学校における環境教育の推進を図っています＊12。

学校と地域が合同で津波想定避難訓練を実施

【セーフティプロモーションスクール認証校の取組の一例】

同じ中学校区に位置する学校と地域の関係者との連携を図るための
会議の開催

5 文化財の防災対策
文化庁では，後世に確実に継承すべき貴重な文化財について，台風・地震や火事等からの
被災を防ぐため，以下のような取組を行い，全国各地で文化財保護に対する意識向上に努め
るとともに，重要文化財（建造物）の耐震化について対応を強化するなど，防災・減災対策
を推進しています。
また，近年頻発する災害等において被害を受けた文化財に対し，その復旧を支援していま
す。

（1）文化財保護に対する意識向上，普及啓発
「文化財保護法」は，昭和24年の法隆寺金堂壁画の焼損を契機に制定されました。文化財
を火災，震災，その他災害から守り，文化財保護に対する意識向上を目的として，法隆寺金
堂壁画が焼損した日に当たる 1月26日を「文化財防火デー」と定め，毎年全国でこの日を
中心に，文化庁，消防庁，文化財所有者，地域の住民等が連携・協力し，文化財防火運動を
展開しています。
平成30年度の第65回文化財防火デーでは，法隆寺で文化庁長官と消防庁審議官が出席す
る中，大規模な訓練が行われました。

（2）重要文化財（建造物）の耐震化
重要文化財（建造物）は，地震時において文化財的価値の保存と人的安全性を確保する必

＊12	参照：第 2部第 3章第 2節9
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要があります。そのため，文化庁は計画的な耐震診断（耐震基礎診断，耐震専門診断をい
う。），耐震補強の実施及び対処方針の作成・実施を促進しています。
文化庁では，所有者等における重要文化財（建造物）の耐震対策への意識をより一層高
め，耐震対策を進めるべく，「重要文化財（建造物）の地震に対する対処方針の作成指針」
を策定し，周知のためのリーフレットを作成しました。

（3）東日本大震災・熊本地震からの復興
文化庁では，東日本大震災による文化財の被害状況について，状況の把握に継続して努め
るとともに，被災地からの要請に基づき文化庁の文化財調査官を派遣し，被災した文化財の
修理・復旧等について指導・助言を行っています。また，美術工芸品等の動産文化財を緊急
に保全するため，救出，応急措置，博物館等における一時保管を行う「文化財レスキュー事
業」や，不動産の文化財建造物についても，被災状況調査の実施，応急措置，復旧に向けた
技術的支援等を行う「文化財ドクター派遣事業」を展開しています。復旧・復興事業に伴う
埋蔵文化財の取扱いについては，発掘調査の範囲を限定するなど弾力的な取扱いを認めるな
どの対応をとっています。
また，熊本地震時においては，被災文化財を早期に修理・復旧するため，「熊本地震文化
財復旧・復興対応プロジェクトチーム」を設置したほか，特に被害の大きい熊本城について
は「熊本城復旧総合支援室」を設置し，その復旧を支援しています。また，被災文化財の修
復への寄附を呼びかける文化庁長官メッセージを発出するとともに，「文化財レスキュー事
業」や「文化財ドクター派遣事業」等による技術的な支援の実施や，全国から埋蔵文化財専
門職員の派遣を行い，復旧・復興に伴う発掘・調査等の支援の実施を行っています。

	 第 4 節	 防災に関する研究開発の推進
我が国の国土は，地震，津波，暴風，竜巻，豪雨，火山噴火等の自然災害が多く発生する
自然条件下にあります。
自然災害にはいまだに解明されていない部分が多く，大きな被害をもたらします。自然災
害を正確に把握し，予測するための調査研究を進めるとともに，被害軽減を図るための研究
開発を進め，防災・減災対策に活

い

かしていくことが重要です。

1 地震調査研究推進本部と長期評価
阪神淡路大震災を契機に，地震調査研究推進本部（以下，「地震本部」という。）が設置さ
れました。地震本部では，地震による被害の軽減に資する地震調査研究の推進を目的とし，
関係機関の地震の観測，測量，調査による成果を集めて地震活動の総合的な評価をするとと
もに，総合的かつ基本的な施策の立案や関係行政機関の予算等の調整等を実施しています。
地震本部の下に設置されている地震調査委員会では，防災対策の基礎となる情報を提供す
るため，将来，発生すると想定される地震（主要な活断層で発生する地震，海溝型地震）に
関し，その場所，規模，発生確率について評価を行い，「長期評価」として公表しています
（図表1-2-10）。平成31年 2 月26日には，東北から関東地方の日本海溝沿いの海域で発生
する地震について評価した，「日本海溝沿いの地震活動の長期評価」＊13を新たに公表しまし
た。

＊13	参照：https://www.jishin.go.jp/evaluation/long_term_evaluation/subduction_fault/
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	図表 1-2-10	 主要活断層帯と海溝型地震の長期評価

2 地震・津波等の観測網の構築・運用
文部科学省では，地震・津波等を観測する技術や予測する手法の研究開発等を推進してい
ます。例えば，陸域の地震観測網，海域の地震・津波観測網，火山観測網と合わせて，全国
の陸域から海域までを網羅する「陸海統合地震津波火山観測網（MOWLAS）」を防災科学
技術研究所（以下，「防災科研」という。）において運用し，日本全国で発生する地震・津波
等をリアルタイムで観測しています。
さらに，文部科学省では，発生すると大き
な被害が想定される南海トラフ地震での防災
に貢献するため，海底地震・津波観測網が設
置されていない高知県沖から日向灘の海域に
かけて，新たに「南海トラフ海底地震津波観
測網（N-net）」を構築しています。N-netの
整備により，地震動と津波を検知するまでの
時間が短縮されることに加え，将来，津波警
報や緊急地震速報等の警報に活用されること
で，地震や津波から身を守るための時間が長
くなることが期待されます。

3 防災・減災に関する国立研究開発法人の取組

防災科研では，各種自然災害に対する①予測力，②予防力，③対応力，④回復力の総合的
な向上を図るため，MOWLASの観測データを活用した地震動・津波即時予測研究や府省庁
連携防災情報共有システム（SIP4D）の開発とこれを活用した情報共有支援など，各種自

南海トラフ海底地震津波観測網（N-net）のイメージ図
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然災害を対象にした研究開発等を実施しています。
海洋研究開発機構では，自然災害に対して強靱な社会の構築に向けて，地球深部探査船

「ちきゅう」や海底広域研究船「かいめい」
等を活用し，海底地殻変動を連続かつリアル
タイムに観測するシステムの開発・整備をす
すめ，地震発生帯での多様な断層運動のモニ
タリングを実施しています。
宇宙航空研究開発機構では，災害時におけ
る救難ヘリコプター等の運航情報や災害情報
を迅速かつ効率的に一元管理できる災害救援
機統合運用システム（D-NET）の研究開発
を通じて，大規模災害への対応能力を強化し
ています。開発された技術は，平成29年に
発生した九州北部豪雨などの災害現場での救
助活動にも活用されています。また，衛星
データを活用した被災状況の把握にも貢献し
ています＊14。

文部科学省としては，今後とも中央防災会
議や関係府省庁，地方自治体等の防災対策に
効果的に活用できるような成果を提供できる
よう，研究開発等を推進してまいります。

＊14	参照：第 2部第 7章第 3節4

地球深部探査船「ちきゅう」

災害救援航空機統合運用システム（D-NET）の概念図

防災科学技術研究所の災害対応の取組について

防災科研は，自然現象により生ずる災害を未然に防止し，万が一災害が発生した際に
は，被害の拡大を防ぎ，これらの災害から復旧・復興するための科学技術について基礎
研究及び基盤的研究開発等の業務を総合的に行い，防災科学技術の水準の向上を図るこ
とを目的としています。また，平成28年度から始まった第 4期中長期目標に基づき，
効果的な災害対応・復旧復興支援の実現を目指して，次の 3つの活動を積極的に進めて
います。
①防災科研が所有する陸海統合地震津波火山観測網（MOWLAS）や気象レーダー等の
観測・解析結果，現場での災害調査結果等の情報を地震調査研究推進本部や火山噴火
予知連絡会等の国の機関に提供する
②災害に関わる情報を集約して発信する防災科研クライシスレスポンスサイト（NIED-
CRS）を立ち上げ，順次情報発信する
③現地の災害対策本部などに対して，府省庁連携防災情報共有システム（SIP4D）を活
用した情報共有支援を行う
例えば，昨年西日本に大きな被害を出した平成30年 7月豪雨では，災害が発生する
前に，過去に発生した類似経路をもつ台風の情報をウェブサイトに掲載し，災害に対す
る注意喚起を行いました。また，災害対応支援として，降水量分布や台風経路，浸水・
土砂災害危険度の情報，豪雨の解析結果を集約したNIED-CRSを立ち上げて情報を発信
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するとともに，現地に防災科研の職員を派遣しました。また，SIP4Dを活用した情報共
有支援として，災害対応現場での官民の情報収集や被災自治体や府省庁等への情報提供
等を実施し，災害現場での活動に貢献しました。
さらに，防災科研では，国，地方公共団体，企業，大学，各種団体等と協力しつつ，
今後発生が懸念される南海トラフにおける地震などの国難災害を乗り越えることを目標
に，今後も引き続き，研究開発力，情報発信力の強化や業務標準化の推進などに取り組
みます。

平成30年7月豪雨に関する防災科研クライシスレスポンスサイト 平成30年 7月豪雨における防災科研災害対策チーム会議の様子
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